
－ 1 －

○

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
内
閣
府
・
財
務
省･

厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省･

国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

改

正

案

現

行

（
共
済
事
業
の
利
用
者
等
の
利
益
の
保
護
の
た
め
の
体
制
整
備
に
係
る
事
業

又
は
業
務
の
範
囲
）

第
百
五
十
八
条
の
二

法
第
五
十
八
条
の
五
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省

（
新
設
）

令
で
定
め
る
事
業
又
は
業
務
は
、
共
済
事
業
を
行
う
組
合
が
行
う
こ
と
が
で

き
る
事
業
（
次
条
に
お
い
て
「
共
済
関
連
事
業
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

（
共
済
事
業
の
利
用
者
等
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
必

要
な
措
置
）

第
百
五
十
八
条
の
三

共
済
事
業
を
行
う
組
合
は
、
当
該
組
合
又
は
そ
の
子
金

（
新
設
）

融
機
関
等
（
法
第
五
十
八
条
の
五
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
子
金
融
機
関
等

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
行
う
取
引
に
伴
い
、
こ
れ
ら

の
者
が
行
う
共
済
関
連
事
業
に
係
る
利
用
者
等
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る

こ
と
の
な
い
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

対
象
取
引
を
適
切
な
方
法
に
よ
り
特
定
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備

二

次
に
掲
げ
る
方
法
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
利
用
者
等
の
保
護
を
適

正
に
確
保
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備

イ

対
象
取
引
を
行
う
部
門
と
当
該
利
用
者
等
と
の
取
引
を
行
う
部
門
を

分
離
す
る
方
法
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ロ

対
象
取
引
又
は
当
該
利
用
者
等
と
の
取
引
の
条
件
又
は
方
法
を
変
更

す
る
方
法

ハ

対
象
取
引
又
は
当
該
利
用
者
等
と
の
取
引
を
中
止
す
る
方
法

ニ

対
象
取
引
に
伴
い
、
当
該
利
用
者
等
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
お

そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
利
用
者
等
に
適
切
に
開
示
す
る
方

法

三

前
二
号
に
掲
げ
る
措
置
の
実
施
の
方
針
の
策
定
及
び
そ
の
概
要
の
適
切

な
方
法
に
よ
る
公
表

四

次
に
掲
げ
る
記
録
の
保
存

イ

第
一
号
の
体
制
の
下
で
実
施
し
た
対
象
取
引
の
特
定
に
係
る
記
録

ロ

第
二
号
の
体
制
の
下
で
実
施
し
た
顧
客
の
保
護
を
適
正
に
確
保
す
る

た
め
の
措
置
に
係
る
記
録

２

前
項
第
四
号
に
規
定
す
る
記
録
は
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
「
対
象
取
引
」
と
は
、
共
済
事
業
を
行
う
組
合
又
は
そ
の
子
金

融
機
関
等
が
行
う
取
引
に
伴
い
、
こ
れ
ら
の
者
が
行
う
共
済
関
連
事
業
に
係

る
利
用
者
等
の
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当

該
取
引
を
い
う
。

（
組
合
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
法
人
）

第
百
五
十
八
条
の
四

令
第
二
十
七
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で

（
新
設
）

定
め
る
法
人
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
（
財
務
上
又
は
営
業
上
若
し
く

は
事
業
上
の
関
係
か
ら
み
て
当
該
組
合
（
当
該
組
合
の
子
法
人
等
を
含
む
。
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以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
そ
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針

の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
並
び
に
子
法
人
等
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

当
該
組
合
が
他
の
法
人
等
（
破
産
手
続
開
始
の
決
定
、
再
生
手
続
開
始

の
決
定
又
は
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
他
の
法
人
等
そ
の
他
こ
れ

ら
に
準
ず
る
他
の
法
人
等
で
あ
っ
て
、
当
該
組
合
が
そ
の
財
務
及
び
営
業

又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

議
決
権
の
百
分
の
二
十
以
上
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
場

合
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
等

二

当
該
組
合
が
他
の
法
人
等
の
議
決
権
の
百
分
の
十
五
以
上
、
百
分
の
二

十
未
満
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他

の
法
人
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の

イ

当
該
組
合
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
、
又
は
こ
れ
ら
で
あ

っ
た
者
で
あ
っ
て
当
該
組
合
が
そ
の
財
務
及
び
営
業
若
し
く
は
事
業
の

方
針
の
決
定
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
、
そ
の

代
表
取
締
役
、
取
締
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
役
職
に
就
任
し
て
い
る

こ
と
。

ロ

当
該
組
合
か
ら
重
要
な
融
資
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

ハ

当
該
組
合
か
ら
重
要
な
技
術
の
提
供
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

ニ

当
該
組
合
と
の
間
に
重
要
な
販
売
、
仕
入
れ
そ
の
他
の
営
業
上
又
は

事
業
上
の
取
引
が
あ
る
こ
と
。

ホ

そ
の
他
当
該
組
合
が
そ
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
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に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る

事
実
が
存
在
す
る
こ
と
。

三

当
該
組
合
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
当
該
組

合
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
が
あ

る
こ
と
に
よ
り
当
該
組
合
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る

と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
当
該
組
合
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行

使
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
を
合
わ
せ

て
、
他
の
法
人
等
の
議
決
権
の
百
分
の
二
十
以
上
を
占
め
て
い
る
場
合
（

当
該
組
合
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
議
決
権
を
所
有
し
て
い
な
い
場
合
を

含
む
。
）
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
等
で
あ
っ
て
、
前
号
イ
か
ら
ホ
ま
で

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の

２

前
項
の
「
子
法
人
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
財
務
上
又
は
営
業
上

若
し
く
は
事
業
上
の
関
係
か
ら
み
て
当
該
組
合
が
そ
の
意
思
決
定
機
関
（
株

主
総
会
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
を
支
配
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除

く
。
）
を
い
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
組
合
及
び
子
法
人
等
又
は
子

法
人
等
が
他
の
法
人
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る

当
該
他
の
法
人
等
は
、
当
該
組
合
の
子
法
人
等
と
み
な
す
。

一

当
該
組
合
が
議
決
権
の
過
半
数
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い

る
他
の
法
人
等
（
破
産
手
続
開
始
の
決
定
、
再
生
手
続
開
始
の
決
定
又
は

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
他
の
法
人
等
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る

他
の
法
人
等
で
あ
っ
て
、
有
効
な
支
配
従
属
関
係
が
存
在
し
な
い
と
認
め

ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
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二

当
該
組
合
が
議
決
権
の
百
分
の
四
十
以
上
、
百
分
の
五
十
以
下
を
自
己

の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
他
の
法
人
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の

イ

当
該
組
合
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
当
該

組
合
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係

が
あ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
組
合
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行

使
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
当
該
組
合
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議

決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権

と
を
合
わ
せ
て
、
当
該
他
の
法
人
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
占
め
て
い

る
こ
と
。

ロ

当
該
組
合
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
、
又
は
こ
れ
ら
で
あ

っ
た
者
で
あ
っ
て
当
該
組
合
が
当
該
他
の
法
人
等
の
財
務
及
び
営
業
若

し
く
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
が
、
当
該
他
の
法
人
等
の
取
締
役
会
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
機
関

の
構
成
員
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
。

ハ

当
該
他
の
法
人
等
の
重
要
な
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決

定
を
支
配
す
る
契
約
等
が
存
在
す
る
こ
と
。

ニ

当
該
他
の
法
人
等
の
資
金
調
達
額
（
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計

上
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
総
額
の
過
半
に
つ
い
て
当
該
組
合

が
融
資
（
債
務
の
保
証
及
び
担
保
の
提
供
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を

行
っ
て
い
る
こ
と
（
当
該
組
合
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引

等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
の
あ
る
者
が
行
う
融
資
の
額
を
合
わ
せ
て
資

金
調
達
額
の
総
額
の
過
半
と
な
る
場
合
を
含
む
。
）
。
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ホ

そ
の
他
当
該
組
合
が
当
該
他
の
法
人
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し

て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
。

三

当
該
組
合
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
当
該
組

合
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
が
あ

る
こ
と
に
よ
り
当
該
組
合
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る

と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
当
該
組
合
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行

使
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
を
合
わ
せ

て
、
他
の
法
人
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
場
合
（
当
該
組
合

が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
議
決
権
を
所
有
し
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）

に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
等
で
あ
っ
て
、
前
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る

い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の

３

特
別
目
的
会
社
（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百

五
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
目
的
会
社
及
び
事
業
内
容
の
変
更

が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
れ
と
同
様
の
事
業
を
営
む
事
業
体
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
正
な
価
額
で
譲
り
受
け
た
資
産

か
ら
生
ず
る
収
益
を
当
該
特
別
目
的
会
社
が
発
行
す
る
証
券
の
所
有
者
（
同

条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
特
定
目
的
借
入
れ
に
係
る
債
権
者
を
含
む
。
）
に

享
受
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
て
お
り
、
当
該
特
別
目
的
会
社

の
事
業
が
そ
の
目
的
に
従
っ
て
適
切
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
特

別
目
的
会
社
に
対
す
る
出
資
者
及
び
当
該
特
別
目
的
会
社
に
資
産
を
譲
渡
し

た
組
合
か
ら
独
立
し
て
い
る
も
の
と
認
め
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
組
合
の
子
法
人
等
に
該
当
し
な
い
も
の
と
推
定
す
る
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
「
法
人
等
」
と
は
、
会
社
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
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事
業
体
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。

第
百
六
十
七
条

法
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
の
子
会
社
そ
の
他
主
務
省
令
で

第
百
六
十
七
条

法
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
の
子
会
社
そ
の
他
主
務
省
令
で

定
め
る
特
殊
の
関
係
に
あ
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

定
め
る
特
殊
の
関
係
に
あ
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
組
合
の
子
法
人
等
（
第
百
五
十
八
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
子

一

当
該
組
合
の
子
法
人
等
で
あ
る
も
の

法
人
等
を
い
う
。
）
で
あ
る
も
の

二

当
該
組
合
の
関
連
法
人
等
（
令
第
二
十
七
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る

二

当
該
組
合
の
関
連
法
人
等
で
あ
る
も
の

関
連
法
人
等
を
い
う
。
）
で
あ
る
も
の

（
削
る
）

２

前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
「
子
法
人
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
財

務
上
又
は
営
業
上
若
し
く
は
事
業
上
の
関
係
か
ら
み
て
当
該
組
合
が
そ
の
意

思
決
定
機
関
（
株
主
総
会
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
を
支
配
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除

く
。
）
を
い
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
組
合
及
び
子
法
人
等
又
は
子

法
人
等
が
他
の
法
人
等
（
会
社
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
事
業
体
（
外
国
に
お

け
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
意

思
決
定
機
関
を
支
配
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
等
は
、
当
該

組
合
の
子
法
人
等
と
み
な
す
。

一

当
該
組
合
が
議
決
権
の
過
半
数
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い

る
他
の
法
人
等
（
破
産
手
続
開
始
の
決
定
、
再
生
手
続
開
始
の
決
定
又
は

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
他
の
法
人
等
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る

他
の
法
人
等
で
あ
っ
て
、
有
効
な
支
配
従
属
関
係
が
存
在
し
な
い
と
認
め

ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

当
該
組
合
が
議
決
権
の
百
分
の
四
十
以
上
、
百
分
の
五
十
以
下
を
自
己
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の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
他
の
法
人
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る

い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の

イ

当
該
組
合
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
当
該

組
合
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係

が
あ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
組
合
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行

使
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
当
該
組
合
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議

決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権

と
を
合
わ
せ
て
、
当
該
他
の
法
人
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
占
め
て
い

る
こ
と
。

ロ

当
該
組
合
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
、
又
は
こ
れ
ら
で
あ

っ
た
者
で
あ
っ
て
当
該
組
合
が
当
該
他
の
法
人
等
の
財
務
及
び
営
業
若

し
く
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
が
、
当
該
他
の
法
人
等
の
取
締
役
会
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
機
関

の
構
成
員
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
。

ハ

当
該
他
の
法
人
等
の
重
要
な
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決

定
を
支
配
す
る
契
約
等
が
存
在
す
る
こ
と
。

ニ

当
該
他
の
法
人
等
の
資
金
調
達
額
（
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計

上
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
総
額
の
過
半
に
つ
い
て
当
該
組
合

が
融
資
（
債
務
の
保
証
及
び
担
保
の
提
供
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を

行
っ
て
い
る
こ
と
（
当
該
組
合
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引

等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
の
あ
る
者
が
行
う
融
資
の
額
を
合
わ
せ
て
資

金
調
達
額
の
総
額
の
過
半
と
な
る
場
合
を
含
む
。
）
。

ホ

そ
の
他
当
該
組
合
が
当
該
他
の
法
人
等
の
意
思
決
定
機
関
を
支
配
し
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て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
。

三

当
該
組
合
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
当
該
組

合
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
が
あ

る
こ
と
に
よ
り
当
該
組
合
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る

と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
当
該
組
合
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行

使
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
を
合
わ
せ

て
、
他
の
法
人
等
の
議
決
権
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
場
合
（
当
該
組
合

が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
議
決
権
を
所
有
し
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）

に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
等
で
あ
っ
て
、
前
号
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る

い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の

（
削
る
）

３

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
「
関
連
法
人
等
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

（
財
務
上
又
は
営
業
上
若
し
く
は
事
業
上
の
関
係
か
ら
み
て
当
該
組
合
（
当

該
組
合
の
子
法
人
等
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
そ
の
財

務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
並
び
に
子
法
人

等
を
除
く
。
）
を
い
う
。

一

当
該
組
合
が
他
の
法
人
等
（
破
産
手
続
開
始
の
決
定
、
再
生
手
続
開
始

の
決
定
又
は
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
他
の
法
人
等
そ
の
他
こ
れ

ら
に
準
ず
る
他
の
法
人
等
で
あ
っ
て
、
当
該
組
合
が
そ
の
財
務
及
び
営
業

又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

議
決
権
の
百
分
の
二
十
以
上
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
場

合
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
等
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二

当
該
組
合
が
他
の
法
人
等
の
議
決
権
の
百
分
の
十
五
以
上
、
百
分
の
二

十
未
満
を
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他

の
法
人
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の

イ

当
該
組
合
の
役
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
、
又
は
こ
れ
ら
で
あ

っ
た
者
で
あ
っ
て
当
該
組
合
が
そ
の
財
務
及
び
営
業
若
し
く
は
事
業
の

方
針
の
決
定
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
、
そ
の

代
表
取
締
役
、
取
締
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
役
職
に
就
任
し
て
い
る

こ
と
。

ロ

当
該
組
合
か
ら
重
要
な
融
資
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

ハ

当
該
組
合
か
ら
重
要
な
技
術
の
提
供
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

ニ

当
該
組
合
と
の
間
に
重
要
な
販
売
、
仕
入
れ
そ
の
他
の
営
業
上
又
は

事
業
上
の
取
引
が
あ
る
こ
と
。

ホ

そ
の
他
当
該
組
合
が
そ
の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定

に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る

事
実
が
存
在
す
る
こ
と
。

三

当
該
組
合
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
当
該
組

合
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
が
あ

る
こ
と
に
よ
り
当
該
組
合
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る

と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
当
該
組
合
の
意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行

使
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
者
が
所
有
し
て
い
る
議
決
権
と
を
合
わ
せ

て
、
他
の
法
人
等
の
議
決
権
の
百
分
の
二
十
以
上
を
占
め
て
い
る
場
合
（

当
該
組
合
が
自
己
の
計
算
に
お
い
て
議
決
権
を
所
有
し
て
い
な
い
場
合
を

含
む
。
）
に
お
け
る
当
該
他
の
法
人
等
で
あ
っ
て
、
前
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
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に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の

（
削
る
）

４

特
別
目
的
会
社
（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百

五
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
目
的
会
社
及
び
事
業
内
容
の
変
更

が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
れ
と
同
様
の
事
業
を
営
む
事
業
体
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
正
な
価
額
で
譲
り
受
け
た
資
産
か
ら
生
ず
る
収
益

を
当
該
特
別
目
的
会
社
が
発
行
す
る
証
券
の
所
有
者
（
同
条
第
十
二
項
に
規

定
す
る
特
定
目
的
借
入
れ
に
係
る
債
権
者
を
含
む
。
）
に
享
受
さ
せ
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
て
お
り
、
当
該
特
別
目
的
会
社
の
事
業
が
そ
の
目

的
に
従
っ
て
適
切
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
特
別
目
的
会
社
に
対

す
る
出
資
者
及
び
当
該
特
別
目
的
会
社
に
資
産
を
譲
渡
し
た
組
合
か
ら
独
立

し
て
い
る
も
の
と
認
め
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
組
合
の
子

法
人
等
に
該
当
し
な
い
も
の
と
推
定
す
る
。

第
百
六
十
八
条

法
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
業
務
及

第
百
六
十
八
条

法
第
六
十
一
条
の
二
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
業
務
及

び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

び
財
産
の
状
況
に
関
す
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

連
結
組
合
の
直
近
の
二
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
財
産
の
状
況
に
関
す

三

連
結
組
合
の
直
近
の
二
連
結
会
計
年
度
に
お
け
る
財
産
の
状
況
に
関
す

る
次
に
掲
げ
る
事
項

る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

当
該
組
合
及
び
そ
の
子
法
人
等
（
第
百
五
十
八
条
の
四
第
二
項
に
規

ハ

当
該
組
合
及
び
そ
の
子
法
人
等
（
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
子
法
人

定
す
る
子
法
人
等
を
い
う
。
）
が
二
以
上
の
異
な
る
種
類
の
事
業
を
営

等
を
い
う
。
）
が
二
以
上
の
異
な
る
種
類
の
事
業
を
営
ん
で
い
る
場
合

ん
で
い
る
場
合
の
事
業
の
種
類
ご
と
の
区
分
に
従
い
、
当
該
区
分
に
属

の
事
業
の
種
類
ご
と
の
区
分
に
従
い
、
当
該
区
分
に
属
す
る
経
常
収
益

す
る
経
常
収
益
の
額
、
経
常
利
益
金
額
又
は
経
常
損
失
金
額
及
び
資
産

の
額
、
経
常
利
益
金
額
又
は
経
常
損
失
金
額
及
び
資
産
の
額
（
以
下
こ
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の
額
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
経
常
収
益
等
」
と
い
う
。
）
と
し
て

の
号
に
お
い
て
「
経
常
収
益
等
」
と
い
う
。
）
と
し
て
算
出
し
た
も
の

算
出
し
た
も
の
（
各
経
常
収
益
等
の
総
額
に
占
め
る
割
合
が
少
な
い
場

（
各
経
常
収
益
等
の
総
額
に
占
め
る
割
合
が
少
な
い
場
合
を
除
く
。
）

合
を
除
く
。
）

（
組
合
が
そ
の
経
営
を
支
配
し
て
い
る
法
人
）

（
組
合
が
そ
の
経
営
を
支
配
し
て
い
る
法
人
）

第
百
八
十
九
条

法
第
百
五
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る

第
百
八
十
九
条

法
第
百
五
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る

法
人
は
、
当
該
組
合
の
子
法
人
等
（
第
百
五
十
八
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す

法
人
は
、
当
該
組
合
の
子
法
人
等
（
第
百
六
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
子

る
子
法
人
等
を
い
う
。
）
と
す
る
。

法
人
等
を
い
う
。
）
と
す
る
。


